
「おかしんアプリ」での児童育成センター育成料の口座振替手続きの御案内

「おかしんアプリ」を使用し、児童育成センター育成料の口座振替手続きができます。

なお、「おかしんアプリ」を使用して児童育成センター育成料の口座振替手続きを行った場合、

紙の手続きは不要です。

※おやつの申込みをされる方は、おやつ代の手続きが別途必要（昨年度手続きを完了した方は不要）です。

※ 営業店で口座開設の際には、本チラシを持参し「岡崎市児童育成センター利用料の引落し」のためとお伝えください。

※ 口座開設で御不明な点がございましたら、岡崎信用金庫の各営業店に御連絡ください。

※ アプリの利用料は無料ですが、ダウンロードや御利用時にかかるパケット通信料は保護者様の御負担となりますので、

あらかじめ御了承ください。

※ おかしんインターネット支店の口座開設に関するお問い合わせ（TEL 0120-914-101 / 平日 9:00-12:30,13:00-17:00 ）

当面の間、12:30-13:00 は休止時間としております。

裏面に B 口座振替の設定 の説明があります。 （所要時間 10 分程度）

お子さま１人に対して１回の登録が必要ですが、振替口座は一世帯１つの登録とさせていただきます。

※兄弟姉妹は、同じ口座を登録してください。



お問い合わせ

岡崎市こども育成課放課後対策係 0564-23-6330

おかしんアプリの操作に関するお問い合わせ

岡崎信用金庫 EB サービス 0120-251-039
受付時間 平日 8:45-12:30、13:00-19:00 （休業日 土日祝、12/31～1/3）

当面の間、12:30-13:00 は休止しております。

※兄弟姉妹は同じ口座を登録してください。



岡崎市児童育成センター育成料（放課後児童育成料）
口座振替申込確認事項

１ すでに口座振替の登録をされている場合は、この手続きは不要です。

２ お子さま１人につき１回の登録が必要ですが、振替口座は一世帯１つの登

録とさせていただきます。（兄弟姉妹は同じ口座を登録してください。）

３ 兄弟姉妹で異なる口座を登録された場合は、既登録口座を兄弟姉妹の振替

口座とさせていただきます。

４ 口座振替を利用した納付では、領収証書は発行されません。通帳に記帳して

いただき、振替結果をご確認ください。

５ 事務手続きが完了するまでは、納付書を送付させていただきますので、金融

機関等で納付してください。

６ 振替日は、毎月末日（12 月分については翌年１月４日）となります。ただ

し、振替日が土日、祝日にあたるときはその翌日になります。

７ 振替ができなかった場合、再振替はできません。後日送付する督促状で納付

してください。

８ 金融機関、支店、口座名義人を変更する場合は、新たにお申込みください。

９ 一度申込まれた口座振替登録は、翌年度も引き続き児童育成センターを利

用する場合、継続して利用できます。

10 過誤納還付金が発生した場合は、別に指定のない限り振替された口座に振

込みます。


